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筑西広域市町村圏事務組合公告 

 

入札公告（紙入札） 

 

筑西広域市町村圏事務組合条件付き一般競争入札（紙入札）を執行するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び筑西広域市町村圏事務組合財務等に関する規則（平

成２８年組合規則第７号）がその例によることとする筑西市契約規則（平成１７年筑西市規則第４２号。

以下「筑西市契約規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告します。 

令和元年５月１５日  

 

      筑西広域市町村圏事務組合 

       管理者  須 藤   茂 

 

１ 入札に付する事項 

  件名及び概要等     別紙「筑西広域市町村圏事務組合条件付き一般競争入札（紙入札）に関

する概要」（以下「別紙概要」という。）のとおり 

２ 入札参加形態 

  単体によるものとする。 

３ 入札参加資格（共通事項） 

  この入札の参加資格は、次の要件をすべて満たしていることとする。 

 ⑴ 平成３０・３１年度筑西広域市町村圏事務組合一般（指名）競争入札参加資格者として受付され

ている者であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に掲げる一般競争入札に参加させることが出来な

い者に該当するものでないこと。 

 ⑶ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号に掲げる事項に該当するものとして、筑西広域市町

村圏事務組合（以下この公告及び申請書類において「組合」という。）及び結城市、筑西市、桜川市

（以下この公告及び申請書類において「構成市」という。）の入札参加制限を受けていない者であ

ること。 

 ⑷ 暴力団又はその他暴力的集団の構成員でない者であること。 

 ⑸ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある

団体に属する者でないこと。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更正手続き開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続き開始の申立

てがなされている者でないこと。 

⑺ 入札を執行する日において、組合及び構成市から指名停止の措置を受けていない者であること。 

⑻ 前各号に掲げるもののほか別紙概要に記された入札参加条件を満たしていること。 

４ 入札参加申請等 
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 ⑴ 入札に参加しようとする者は、入札参加申請書（様式１）を、別紙概要に記された期間内に返信

用封筒を添付し、持参にて筑西広域市町村圏事務組合事務局企画財政課財政グループ（以下「事務

局」という。）に提出すること。※各様式等は組合ホームページ（http://www.tikusei.or.jp/）から

ダウンロード可 

⑵ 入札参加申請書の受領に係る通知については、入札参加申請受付書により、令和元年５月２９日

（水）までに事務局から通知するものとする。 

５ 設計図書の閲覧又は貸与等 

 ⑴ 設計図書等は筑西広域市町村圏事務組合ホームページよりインターネット上に公開するので、ダ

ウンロードすること。 

⑵ 書面による設計図書の閲覧又は貸与を希望する場合は次により行う。 

① 期  間  令和元年５月１５日（水）～開札日前日の午後５時まで 

          ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 

② 時  間  午前８時３０分～午後５時 

         ただし、午前１２時～午後１時を除く。 

③ 場  所  組合事務局  

④ 貸  与  原則として１回を限度とし、貸与期間は１日とする。 

⑶ 設計図書等に対する質問がある場合は、設計図書等に関する質問書（様式２）を別紙概要に記さ

れた期日までに、持参又は電子メール（ji-zaisei@tikusei.or.jp）にて事務局に提出すること。 

⑷ ⑶の質問に対する回答は、令和元年５月２９日（水）までに組合ホームページ

（http://www.tikusei.or.jp/）にて回答する。 

  なお、質問に対する回答をもって、設計図書等を加筆修正したものとみなす。 

６ 現場説明会                               

現場説明会は、行わない。 

７ 入札の方法 

 ⑴ 入札者は、入札書（様式３）を、入札書の封筒記載例のとおり処理したうえで、別紙概要に記さ

れた入札日時及び場所に持参し入札すること。 

 ⑵ 入札に際しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、筑西広域市町村

圏事務組合財務等に関する規則その他の法令等の規定を遵守し、かつ、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に抵触する行為をしないこと。 

⑶ 契約金額は、入札書に記載された金額に消費税額に相当する金額を加算した金額（その金額に１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）とするので、入札書には消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当す

る金額を記載すること。※契約金額（税込総額）は、納入に伴う検査の合格日が、消費税率改正施

行日の前後によって変動します。 

 ⑷ 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 

⑸ やむを得ない理由が生じたときは入札を中止し、又は延期するものとする。 

⑹ 入札参加者が３者に満たないときは、入札を中止する場合がある。 

http://www.tikusei.or.jp/
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⑺ 落札者がいないときは、入札を中止し、不調とする。 

⑻ 最低制限価格を設定する場合は、別紙概要に記載する。 

８ 入札の辞退 

  入札参加申請書（様式１）提出後、入札を希望しない場合は入札の辞退を認めることとし、入札者

は、入札辞退届（様式４）を提出すること。 

９ 入札執行の日時及び場所 

 ⑴ 日時及び場所  別紙概要のとおり 

 ⑵ 入札者から委任を受けたものは、委任状（様式５）を提出すること。 

10 積算内訳書の提出 

 ⑴ 入札者は、入札に際し、入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。 

 ⑵ 積算内訳書は所定（別添ファイルに掲載）のものを使用すること。 

11 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑴ 入札について不正の行為があった場合 

⑵ 本公告及び別紙概要に示した競争入札参加資格を有しない者が入札をした場合 

⑶ 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされた事項を含む場合 

⑷ 入札書に記載した金額その他必要事項が確認しがたい場合 

⑸ 入札書に、記名押印のない場合 

⑹ 入札書を２通以上提出した場合 

⑺ 入札書と内訳書の記載金額が一致しない場合 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反して入札した場合 

12 入札保証金 

免除する。 

13 契約保証金 

契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を契約締結しよう

とする日までに納付しなくてはならない。ただし、筑西市契約規則第２７条各号のいずれかに該当す

る場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 

14 その他 

⑴ 入札に参加した者は、入札後において、公告、設計図書、契約書等について、不明を理由として

異議を申し立てることはできない。 

⑵ 令和元年５月１日（改元の日）以降の日付がある場合の元号表記は「令和」とする。 

15 問い合わせ先 

筑西広域市町村圏事務組合 事務局 企画財政課財政グループ 

ＴＥＬ ０２９６－２２－７９７９ 

ＦＡＸ ０２９６－２２－７３８６ 

e-mail ji-zaisei@tikusei.or.jp 

 


